
日 本 倉 庫 経 営 者 倶 楽 部 規 約 

第１章 総    則 

 

（名 称） 

第 １ 条  本会は、日本倉庫経営者倶楽部という。 

 

（事務所） 

第 ２ 条  本会は、事務所を会長が委嘱した会員会社に置く。 

 

 

                  第２章 目的及び事業 

 

（目 的） 

第 ３ 条  本会は、倉庫業青年経営者協議会ならびに日本倉庫協会と密接な提携を保ちつつ、物流企 

      業の経営者としてのアイディアと経験を交換し、政治・経済・社会・文化ならびに国際問 

      題の全般に対する知識と教養を高めると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 

 

（事 業） 

第 ４ 条  本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。 

     １．政治・経済・外交・教育および労働などの諸問題に関する研究 

     ２．物流企業経営に関する会員相互のアイディアエクスチェンジの実行 

     ３．会員家族の親睦 

     ４．その他目的を達成するために必要な事業 

 

 

                  第３章       会員および会費 

 

（入会ならびに会員） 

第 ５ 条  本会は、倉庫業青年経営者協議会の卒業生のうち入会希望者をもって会員とする。 

 

（資格喪失） 

第 ６ 条  会員は次の事由によって資格を喪失する。 

     １．退 会 

     ２．除 名 

 

（退 会） 

第７ 条  会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を本会に提出しなければならない。 

 

（除 名） 

第 ８ 条  会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て除名する。 

     １．会費を長期間に亘り滞納したとき 

     ２．会員としての義務に違反したとき 

     ３．当会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為のあったとき 

 

（入会金） 

第 ９ 条  本会に入会する者は、入会金２万円を納入しなければならない。 



 

（会 費） 

第１０条  本会の会費は年額３万円とし、毎年９月迄に納入するものとする。ただし、臨時諸会費 

      はその都度実費徴収する。 

 

第１１条  既納の入会金および会費は、いかなる理由があっても返還しない。 

 

（会員の子供） 

第１２条  倉庫業青年経営者協議会卒業者である会員の子供は、会員に代わり会員と同 

条件で諸行事に参加することができる。 

ただし、議決権は有さない。 

 

第１３条   親が子供に会員資格を継承する場合は入会金を免除する。 

 

 

                  第４章 役    員 

 

（役 員） 

第１４条  会員のうち、 

      会長を１名、副会長を２名、監事を２名とし、 

      総会において選出する。 

 

（役員の職務） 

第１５条  会長は本会を代表して会務を統轄し、総会および全体会を招集し、かつ、倉庫業青年経 

      営者協議会および日本倉庫協会との連絡の任に当る。 

      副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。 

      監事は、会計事務の監査に当る。 

 

（役員の任期） 

第１６条  役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 

 

                  第５章 会    議 

 

（会 議） 

第１７条  本会の会議は総会・全体会とする。 

      全体会は年３回開催し、内１回は総会をかねるものとする。 

 

（総 会） 

第１８条  総会は毎年６月に招集し、次の事項を決議する。 

        １．監事および顧問の選任 

        ２．予算及び決算に関する事項 

        ３．事業計画、会の規約に関する事項 

        ４．その他重要事項 

 

      全体会は次の事項を行う。 

        １．各地区の情報及び意見の交換、会員の教養に関する事項。 

        ２．当面する重要事項の協議。 



        ３．会員の親睦 

 

（議 決） 

第１９条  会議の議決は出席会員の過半数による。可否同数のときは議長これを決する。 

 

 

                  第６章 会計および事務 

 

（会 計） 

第２０条  本会の運営に必要な経費は、入会金・会費・寄付金およびその都度の実費精算をもってこ 

      れに充当する。 

 

（会計年度） 

第２１条  本会の会計年度ならびに事業年度は、毎年４月１日に始まり３月３１日に終わる。 

 

（事 務） 

第２２条  本会の実務の処理は、第１章第２条に定めた事務所において行う。前項の事務処理につい 

      ては、会長がこれを監督する。 

 

 

                  第７章 慶      弔 

 

（慶 弔） 

第２３条  会員の慶弔については別に定める。 

 

                                           以 上 

 

        付  則 

 

     昭和５２年 ６月１６日 制  定 

     昭和５６年 ６月１７日 一部改正 

     昭和５９年 ６月２２日 一部改正 

     昭和６０年 ６月２１日 一部改正 

     平成１２年 ６月１３日 一部改正 

     平成１８年 ６月 ６日 一部改正 

     平成２２年 ６月 ８日 一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本倉庫経営者倶楽部慶弔規定 

 

（目 的） 

第 １ 条  この規定は日本倉庫経営者倶楽部会員の、冠婚葬祭等にあたっての 

     慶弔金等の贈呈について定める。 

 

（慶事祝金） 

第 ２ 条  会員代表者の叙勲、褒賞、表彰に際しては次の通りとする。 

区 分 祝 金 電 報 備  考 

会員代表者の表彰 ３０，０００円 祝 電 叙勲、褒賞、大臣表彰等、政府の表彰 

会員代表者の表彰 ― 祝 電 局長表彰 

 

（弔慰金） 

第 ３ 条  会員の弔事に際しては次の通りとする。 

区 分 香 典 供 花 電 報 

会員が死亡した時 １０，０００円 １対 弔 電 

 

       但し、上記の内容については、遺族の意志を尊重して決定する。 

 

 

        付  則 

    平成 ２年１０月 １日 規定 

    平成１２年 ６月１３日 改定 

    平成１８年 ６月 ６日 改定 

 


